
　　　　

R6 年 4 月 1 日

平日
休日

10
9

時
0
0

分から
18
17

時
0
0

分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

主な行事等

春…お花見、ひな祭り制作
夏…夏野菜の収穫体験、スイカ割り、水遊び、工場見学(アイス工場等)
秋…さつまいも収穫体験
冬…クリスマス会、凧作り体験

家族支援

・モニタリングの実施(1利用者年2回)
・保護者会の実施(年2回) 移行支援

・各学校との連携
・保護者へ福祉サービスの案内

地域支援・地域連携

・地域交流(野菜の収穫体験、ピザ作り　年2回)
・自立支援協議会への出席・参加 職員の質の向上

・職場内研修の実施(月1回)
・外部研修への参加

支　援　内　容

・朝の会、帰りの会の実施(時間に応じた気持ちの切り替え)
・食事、更衣、排泄などの支援
・クッキング(お菓子作りを通した食育)
・健康状態の把握(視察・検温)
・手洗い・うがい、手指消毒
・作業療法士との活動(箸や鉛筆の操作訓練)
・準備、片付けの促し

・遊戯室活動(ボルダリング・スイングブイ・トランポリン等)
・園庭での活動(ボール遊び・砂場遊び)
・体操教室(外部講師依頼、月1回)
・理学療法士との活動(外部講師依頼　月1回)
・作業療法士との活動(姿勢保持・筋力の向上)本

人
支
援

・絵本の読み聞かせ(読み聞かせボランティア等)
・朝の会、帰りの会でその日の流れの説明(時間・行動の把握)
・壁面工作(季節に応じた制作)
・感覚遊び(スライム遊び、紙粘土遊び)
・作業療法士との活動(SST(ソーシャルスキルトレーニング))

・朝の会、帰りの会での発表(一日を振り返り、他者へ伝える)
・ゲーム遊び(言葉カード、かるた)
・絵本
・作業療法士との活動(言語訓練)

・作業療法士との活動(小集団での活動・SST)
・ゲーム遊び(トランプ・人生ゲーム等)
・役割分担のある遊びの提供(ごっこ遊び、クッキング、人生ゲームなど)

支援方針

１ 障害児が日常生活における基本動作習得及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓
練を行うものとする。
２ 事業の実施に当たっては都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供できる者との密接な連携を図り、総合的な
サービスの提供に努めるものとする。
３ 指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、支援技術の進歩に対応し適切な支援技術をもってサービスの提供を行う。
４ 前３項のほか、児童福祉法及び「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成24年厚生労働省第15号）に定める内容のほか、関係法令等
を遵守し、指定放課後等デイサービスを実施するものとする。

営業時間 送迎実施の有無

法人（事業所）理念
・一人一人の思いを大切にします
・地域のくらしを守ります
・みなに笑顔を届けます

事業所名 チャイルドクラブあおぞら 作成日支援プログラム


